
届出チェックリスト 

【１．区域の確認】 

⓪ 都市計画区域外での行為については本制度の対象外 

① 除外区域の確認 → 下記に該当があれば「都市機能・居住 誘導区域外」 

除外区域 該当 確認先 区域図等 

・災害危険区域 □ 建築行政課／457-2472 県 HP「静岡県地理情報システム」 

・土砂災害特別警戒区域 □ 

河川課／457-2452 市 HP「浜松市防災マップ」 

・土砂災害警戒区域 □ 

・砂防指定地 □ 

・地すべり防止区域 □ 

・急傾斜地崩壊危険区域 □ 

・津波浸水想定区域 

（防潮堤整備後） 

□ 
危機管理課／457-2537 市 HP「津波浸水深マップ」 

・都市計画施設 □ 都市計画課／457-2371 
市 HP「都市計画マップ」 

・生産緑地地区 □ 
緑政課／457-2597 

・市民の森 □ 区域の確認は緑政課へ 

・環境整備法第二種区域 □ 市民生活課 

／457-2231  

防衛省 HP「移転措置事業の概要」 

→区域指定参考 →浜松飛行場 

② 該当区域の確認  

□都市機能誘導区域内（サービス型：     ）／ □都市機能誘導区域外 

□居住誘導区域内               ／ □居住誘導区域外 

  

【２．施設の確認】 

下記に該当すれば「誘導施設」または「住宅」 

区
域 届出対象施設 定義 該当 確認先 

都

市

機

能 

大規模集客施設 
 浜松市商業ガイドラインの適用を受ける集客施設で対象面積

が 10,000 ㎡以上のもの 
□ 産業振興課 

457-2285 

教育・保育施設等 
 子ども・子育て支援法第 7条第 4項に規定する施設及び同条第

5項から第 9項に規定する事業を行う施設 
□ 幼保支援課 

457-2827 

通所型障害者 
福祉施設 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法
律第 5 条第 7 項、第 12 項、第 13 項、第 14 項に規定する生活
介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援事業を行う施設 

□ 
障害保健福祉課 
457-2860 

障害児通所施設 
 児童福祉法第 6条の 2の 2第 2項、第 4項に規定する児童発達

支援、放課後等デイサービス事業を行う施設 
□ 

通所型高齢者 
福祉施設 

 老人福祉法第 5条の 2第 3項に規定する老人デイサービス事業
を行う施設 

 老人福祉法第 5条の 2第 5項に規定する小規模多機能型居宅介
護事業を行う施設 

 老人福祉法第 5条の 2第 7項に規定する複合型サービス（看護
小規模多機能型居宅介護）福祉事業を行う施設 

 老人福祉法第 5条の 3に規定する老人デイサービスセンター 

□ 

介護保険課 
457-2875 

 老人福祉法第 20 条の 7に規定する事業を行う施設 □ 高齢者福祉課 
457-2886 

病院  医療法第 1条の 5第 1項に規定する病院（20床以上） □ 保健総務課 
453-6111 

居
住 

住宅 
 完全に区画された建物の一部で、一つの世帯が独立して家庭生

活を営むことができるように建築または改造されたもの 
□ 都市計画課 

457-2371 

 



【３．届出を必要とする行為の確認】１.区域と２.施設 から該当するものにチェック☑ 

都市機能誘導区域に関するもの 

開発行為 都市機能誘導区域外で誘導施設の建築を目的とした土地区画の形質変更 □ 

建築等行為 

① 都市機能誘導区域外で誘導施設を有する建築物の新築 

② 都市機能誘導区域外で誘導施設を有する建築物とするための建築物の改築 

または用途変更 

□ 

休廃止 都市機能誘導区域内で誘導すべき誘導施設を廃止若しくは休止する行為 □ 

 

居住誘導区域に関するもの 

開発行為 
居住誘導区域外で住宅の建築の用に供する目的で行う土地区画の形質変更で、 

その規模が 3戸以上または 1,000 ㎡以上のもの 

□ 

建築等行為 
① 居住誘導区域外で 3戸以上の住宅の新築 

② 居住誘導区域外で 3戸以上の住宅とするための建築物の改築または用途変更 

□ 

↓  

 いずれにも該当しなければ届出不要 

 

【４．届出】３で届出が必要な行為に該当する場合、土地政策課において確認 

 

「開発基準許可指導基準」または「市街化調整区域における開発許可制度の運用基準」の適用を

受けるものとして、土地政策課または北部都市整備事務所で許可を受ける行為 

□ 

 

 

規定の届出書（様式）と添付書類１部を都市計画課へ提出 

             添付書類 

 

 

         ＋             行為着手３０日前までに 都市計画課へ 

 

 

 

【届出制度の詳細・様式等】 

 

 浜松市ホームページ  立地適正化計画   

 都市整備部 都市計画課 TEL：053-457-2371 E-mail：toshikei@city.hamamatsu.shizuoka.jp 

  

届出書 

（様式〇） 

 
 

位置図 

開発行為の届出においては、 

当該行為の許可書（写し）をもって 

添付書類に代えることができる 


